
 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

令和８年３月１９日 

                    見附市長  稲 田  亮 

見附市条例第１９号 

見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 

見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成１６年見附市条例第１０

号）の一部を次のように改正する。 

第２０条第３項中「第１９条」を「前条」に改める。 

別表第１中「３９円」を「４２円」に、「２４円」を「２６円」に、「１０円」

を「１１円」に、「４３円」を「４７円」に、「９００円」を「９９０円」に、 

「６００円」を「６６０円」に、「３００円」を「３３０円」に、「１００円」を

「１１０円」に改める。 

別表第２中「１１０円」を「１２０円」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、施行日以後に徴収す

る処理手数料について適用し、同日前に徴収する処理手数料は、なお従前の例に

よる。 

 


